
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

ファスナー加工業最低工賃［発効年月日 令和６年５月２日］ 

工 程 
規  格 

金 額 
種 類 務歯(むし)サイズ 長 さ 

検査包装 
ＣＦ(コイルファスナー)

止め製品 

２ＣＦ ３ＣＦ 
３０cm以下 

１００本につき 

５７円 ４５ＣＦ ５ＣＦ 

 

 

電気機械器具製造業最低工賃［発効年月日 令和８年４月18日］ 

品 目 工 程 規 格 金 額 

電子部品 

手工具（ハンドプレスを

除く。）を使用して電子

部品１個につき２本又

は３本のリード線を１

度に切断 

固定抵抗器、発光ダイオー

ド、ダイオード、コンデン

サー、トランジスター及び

圧電ブザーでリード線が

２本又は３本のもの 

１回の切断につき 

４５銭 

コネクター 

差し 

（電線の端末に取り付

けられた端子をコネク

ターに差し込むことを

いう。） 

 
１端子につき 

５０銭 

 （備考）コネクター差しには、カプラー差し、ハウジング入れ等が含まれます。 

最低工賃のお問合せは、 

賃金室(076-432-2735)又は県内各労働基準監督署へ 

厚生労働省広報キャラクターたしかめたん 

チェックをお忘れなく！ 

富山県内で下表の業務に従事する内職などの家内労働を行う方

には最低工賃が適用されます。 

金額を改正しました 

(令和８年３月版) 


